
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年度みはる野自治会総会書面評決協議書 

みはる野自治会運営に必須です。必ずご提出お願いします。 

該当する番号を〇で囲んでください 

１．令和６年度みはる野自治会定期総会における各議案につき賛成いたします。 

  １．を○で囲んだ方は３．へ 

２．令和６年度みはる野自治会定期総会における各議案について裏面別紙の通り

賛否及びその理由を述べます。 

  ２．を〇で囲んだ方は裏面別紙の議案ごとに賛否又は意見の番号を〇で囲み３．へ

３．下記をご記入ください。 

令和６年   月 日 

住 所 

氏 名 

4 月２０日（土）までに令和５年度の班長さんにお届けください。 

班長さんは 4 月２１日（日）の 9 時から 17 時までに 

自治会館にお届けください 

自由記入欄 

こ
の
線
に
沿
て
ハ
サ
ミ
で
切
り
離
し
て
く
だ
さ
い 
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別紙 

第 1 号議案 令和５年度事業報告について 

１．賛成  ２．反対  ３．意見 

第２号議案 令和５年度決算報告・監査報告について 

１．賛成 ２．反対 ３．意見 

第３号議案 令和６年度みはる野自治会体制（案）について 

１．賛成 ２．反対 ３．意見 

第４号議案 令和８年度事業計画（案）について 

１．賛成 ２．反対 ３．意見 

第５号議案 令和６年度みはる野自治会予算（案）について 

１．賛成 ２．反対 ３．意見 

報告事項に関する意見欄 

2



令和６年度みはる野自治会総会 

書面評決議案書 

〇 配布日       令和６年４月１日（日）～ 

〇 書面決議書回収締日 令和６年４月２０日（土） 

みはる野自治会 

HP：http://miharunoweb.blog101.fc2.com/ 

E-mail：miharuno1@outlook.jp

自治会携帯： 070-1256-3167 

（ショートメールでご利用ください。）

みはる野 LINE 公式アカウント 
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みはる野自治会総会書面評決議案書目次 

 

１ 書面評決決議書（切り取り線から切り取ってご提出ください）・・・・ １ 

２ みはる野自治会館議案書目次・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

３ 令和４年度の自治会活動を振り返って ・・・・・・・・・・・・ ５ 

４ 第１号議案 令和４年度事業報告 ・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

５ 第２号議案 令和４年度みはる野自治会決算報告書と監査報告・・・ ９ 

６ 第３号議案 令和５年度 みはる野自治会 体制（案）・・・・・・１３ 

７ 第４号議案 令和５年度 事業計画（案）・・・・・・・・・・・・１４ 

８ 第５号議案 令和５年度 みはる野自治会予算（案）・・・・・・・１６ 

 

９ 報告事項  

・みはる野自治か細則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

・令和５年度（昨年度）書面評決結果報告書・・・・・・・・・２２ 

 

 

１０ その他の資料 

① みはる野自治会規約・・・・・・・・・・・・・・・・２８ 

② みはる野自治会内規・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

③ みはるの自治会役員推薦依頼と細則・・・・・・・・・・３５ 

④ みはる野自治会ボランティア支援細則・・・・・・・・・３７ 

⑤ みはる野自治会推薦団体委員支援細則・・・・・：・・・３８ 

⑥ みはる野自治会館運営細則 ・・・・・・・・・・・・・・３９ 

⑦ みはる野ふぉーらむ規約・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

⑧ 令和４年度みはる野自治会関連団体委員一覧表・・・・・４３ 

⑨ みはる野自治会の組織について・・・・・・・・・・・・４４ 

  （ 班長業務と各専門部の活動内容とアッピール） 

⑩ みはる野自治会自主防災隊の組織、役割、防災計画・・・５０ 

⑪ ご協力お願いします・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 
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令和５年度の活動を振り返って 

 

みはる野自治会は地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成す

るために活動しています。そのために規約には次の六つのことを掲げています。 

（１）地域住民の福祉向上に関すること 

（２）地域住民相互の親睦をはかること 

（３）防火・防犯・交通安全・衛生に関すること 

（４）共有施設（街灯・公園・その他）の管理運営に関すること 

（５）青少年健全育成にかんすること 

（６）その他本会の目的達成にひつようなこと 

 

規約に照らして今年度の活動を振り返ってみます。 

 

自治会活動は地域的な共同活動ですから、会員相互に連携すするためのツールが必要にな

ります。役員同士には BAND、役員と班長には LINE、役員会の審議内容や伝達事項を会員

と共有するには、みはる野自治会 LINE 公式アカウントが定着しています。一方、会員から

役員には「みはる野自治会携帯（070-1256-3167）が良く利用されるようになっていま

す。 

 

その他、自治会活動を支えるツールとして、freee クラウド会計システムは重要です。日々

のお金の流れは、会計担当だけでなく、役員も同時に確認することができますので、お金の

流れの情報も共有しています。現金もネットバンキングで受け渡しが可能になっており、市

役所への依頼事項は、スマ報により即時に連絡、結果も確認できます。今年度はこれらのツ

ールを使って、活動が円滑に進みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まつかげ台、みはる野地区は、鳶尾山麓を開発して誕生して街です。 

まつかげ台は１３０ｍ、みはる野１２０ｍの高度に位置し、買い物拠点のフレサ上荻野店や 

クリエイト店は高度９０ｍに位置し、4～30m の高低差があります。高齢になるほどこの

高低差が買い物障害になります。厚木市では地域福祉の為、年間約 1 千万円の予算を計上し

て地域コミュニティ交通をこの地区に導入しました。２０２３年３月から本格運行に移行し
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ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みはる野自治会の大きな事業として、自治会駐車場管理があります。 

特に、正月休み、5 月の連休、夏休み、お盆、連休の時期は満車になります。そこで本年

度は、なかよし広場隣接地の私有地を地主さんのご厚意により無償でお借りして、8 台分

増設して、合計 20 台まで駐車可能になりました。今年度も引き続き増設整備して、会員

の皆様に駐車場の心配がないように努めます。駐車場管理は「みはる野ふぉ～らむ」に委

託しています。 

 

 令和４年度は防災手順書を全戸配布して、各家庭での備えをお願いしました。 

防災備品は「なかよし広場」の防災倉庫に備蓄されていますので、「なかよし広場」も一時

避難所に指定できるよう、整備の要望をしなければなりません。また自治会館も災害危険

区域にありますので、対策を市に要望いたしました。 

 

 そのほか野良猫の問題等も、令和 4 年度は厚木市に保護施設の要望書を提出しました

が、まだ具体的な取り組みが進んでいません。 

自治会の抱える大きな問題として高齢化等による班長業務の負担軽減があります。班長

業務や自治会イベントの外部委託等も実施して、班長業務軽減に引き続き課題として取り

組みます 

 

最後に地域住民の相互の親睦を図るため、毎月２回地域住民親睦会を開催する予定で準

備を進めます。親睦会は「みはる野ふぉ～らむ」に委託し、同会の会員増強も図ります。 

引き続き、地域の公共サービス（公園の遊具や除草、遊歩道の植栽のせん定や除草、道

路の整備や、植樹マスの管理、野良猫の課題、スポーツ広場、空家除草、交通防犯問題

等）については会員からの提案をまとめ、役員会で審議して、必要あれば厚木市に要望を

出し、行政と共に取り組みます。 

 

 

202４年 4 月 みはる野自治会長 岩崎正昭 

平
均
平
均
乗
車
人
数 

乗
車
人
数 
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第1号議案　令和5年度　事業報告

月 行事・会議等 内容等（空欄活動無し） 担当（中心となる部）

４月 ◎定期総会（書面評決） 新型コロナウイルス対策で書面審議
総務部
会計部

○荻野地区球技大会 ソフトバレーボールフリーの部優勝 体育部

◎オオキンケイギク駆除活動 オオキンケイギク駆除 環境美化部

◎会費徴収 班長が徴収し会計が集金 会計部

◎大谷公園花壇植栽 花未来事業 環境美化部

◎夏季美化清掃 市内一斉、沢清掃も実施 環境美化部

◎ラジオ体操 大谷公園、関谷公園で実施 体育部

８月 ◎ラジオ体操 大谷公園、関谷公園で実施 体育部

９月 ◎防災訓練
防災用品の使い方講習（チェーン
ソー、発電機、AED、水消火器）

防犯防災部

◎荻野地区大運動会 荻野運動公園にて実施 体育部

◎ハロウィンコンテスト 自治会館にて仮装コンテスト実施 子ども部一・二丁目

◎みはる野フェス
東谷戸公園にてみはる野自治会員出店
ブースとキッチンカーで開催

文化厚生部

◎大谷公園花壇植栽 花未来事業 環境美化部

○荻野公民館まつり 縮小して実施・会長のみ参加 ー

１２月 ◎冬季美化清掃 市内一斉 環境美化部

１月 ◎お焚き上げ スポーツ広場でどんど焼き再開 文化厚生部

３月 ◎新班長会 専門部決め 総務部

４月 ◎令和6年度定期総会 書面表決 総務部、会計部、広報部

◎印：みはる野自治会主催行事　　　○印：公民館・他団体との協力による主な行事

７月

１０月

６月

１１月

５月
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行事・会議等 内容等 担当（中心となる部）

◎役員会 年１２回 総務部

◎班長会 年１回（新班長会） 総務部

◎自治会入退会等運営事務 入会、退会の会員名簿更新業務 総務部

◎部会 各専門部による部会 各専門部

◎会計管理 出入金（随時） 会計部

◎自治会の運営及び管理等の支援 随時実施 みはる野ふぉーらむ

◎美化パトロール 公園及び遊歩道 環境美化部

◎ゴミステーション資材提供 随時実施 環境美化部

◎広報・回覧物等配布 毎月１日号、１５日号の２回 広報部

◎みはる野地区パトロール 随時実施 防犯防災部

○愛のパトロール 随時実施 防犯防災部

◎自主防災組織の充実 随時実施 防犯防災部

◎防災倉庫点検
随時実施（大谷公園、関谷公園、東谷
公園、なかよし広場）、防災用発電機
入替、チェーンソー修繕

防犯防災部

◎みはる野地区内消火器配置点検 随時実施 防犯防災部

◎みはる野地区防犯灯見回り点検 随時実施 防犯防災部

○荻野地区交通安全母の会 各種会議及び事業活動への参加 防犯防災部

○子ども会育成連絡協議会 子ども部一・二丁目

○荻野地区教育懇談会 子ども部一・二丁目

○荻野小、上荻野小、
　地区子ども会等関係の対応

子ども部一・二丁目

◎防犯カメラの維持管理 効果、交換時期、維持管理業務検討 会長管理

◎自治会推薦各種団体委員 会費や経費等を調査し支援 役員会

◎ボランティア団体 各種ボランティア団体立ち上げ支援 役員会

年間
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（単位 円）

部門 令和5年度予算 令和5年度実績 備　　考

1,301,340 1,301,340

65,503 65,503

5,088,229 4,694,489 今年度の収入

6,455,072 6,061,332 前年繰越＋今年度収入

6,265,385 5,323,991

60,000 37,718 手持ち現金残高繰越金

129,687 699,623 次年度への繰越金

400,001 400,003 07自治会館等修繕のための積立金

部門 令和5年度予算 令和5年度実績 内 訳

300,001 300,001

a 積立金 100,000 100,000 一般会計別途積立金より

b 利息 0 2 利息

c その他 0 0

100,000 100,002

a 補助金 0 0

0 0

400,001 400,003

支出の部

部門 令和5年度予算 令和5年度実績 備考

a 会館修繕 0 0

b 防犯カメラ 0 0

c その他 0 0

0 0

0 0

400,001 400,003

部門 令和5年度予算 令和5年度実績 内 訳

1,366,843 1,366,843

01 自治会費 2,700,000 2,638,800 732世帯

02 途中入会 0 2,400

03 退会返却費 0 -5,100 2世帯

2,700,000 2,636,100

会
費

小計

支出合計

残高

令和5年度一般会計収支明細

収入の部

品目

前年度自治会費繰越金

そ
の
他

小計

支出合計

品目

修
繕
経
費

小計

積立残高

令和5年度修繕積立金

収入の部

品目

前期繰越金

修
繕
積
立

小計

第２号議案　令和5年度  みはる野自治会　決算報告書 　2024年　3月 17日現在

令和5年度一般会計総合計

品目

総
括

前年度繰越（預金）

前年度繰越（現金）

今年度収入

今年度収入計

今年度支出計

差引残高

01

31

32

41
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部門 令和5年度予算 令和5年度実績 内 訳

01 厚木市子供会育成連絡協議会 133,440 53,120

02 自主防災隊活動交付金 200,000 176,000

03 自治会活動補助金 395,000 342,500

04 広報紙等印刷物配布手数料 345,070 280,800

05 美化清掃補助金 10,000 10,000

06 資源回収収益金 592,700 592,700

07 みはる野スポーツ広場管理費 15,000 30,000 スポーツ広場関係修繕、管理委託費

0８ その他の補助金 0 49,720 子ども育成補助金（子ども会）

09 公園管理委託手数料 250,600 250,600 東谷、大谷、関谷、なかよし広場の4公園分

1,941,810 1,785,440

01 0

02 自治会館使用料 72,000 76,000 団体登録済で有料活動での使用1回3時間まで1,000円

72,000 76,000

01 夏祭り売上げ(文化厚生部) 200,000 87,432

02 夏祭りご祝儀 100,000 30,000 花火協賛金

300,000 117,432

01 子供部収入 0 0 荻野地区文化芸能発表補助金

03 ハロウィン参加費 0 0

04 茶話会参加費 0 0

05 雑収入(自販機売上げ) 74,400 75,502 自販機設置による収入（月平均7,000円）

06 貯金利息 19 15

07 その他 0 4,000

74,419 79,517

6,455,072 6,061,332

支出の部

部門 令和5年度予算 令和5年度実績 備考

6,265,385 5,323,991

01 コピー機の保守・備品費 764,160 826,243 コピー機1台追加

02 事務用品費 30,000 22,830 コピー用紙代

03 会議費 100,000 108,320 議案書作成等

04 諸経費 1,000 0

05 親睦会費 0 0

06 通信費 277,800 276,930 自治会館インターネット・スマホ2台分

07 総務部雑費 0 6,120 令和2年から5年契約保険料(一般賠償、火災、22万）

11 自治会備品 160,000 276,120 パソコン２台購入・備品購入・AED費用

12 自治会電気料 240,000 201,144 自治会館電気料金　平均18,000/月

13 自治会上下水道料 27,600 28,020 自治会館上下水道料金　平均2,300円/月

14 自治会館修繕費 0 0 自治会館備品倉庫（雨漏り等）劣化買替え

1,600,560 1,745,727

収入合計

品目

支出合計

総
務
部

合計

そ
の
他

小計

夏
祭
り

小計

雑
収
入

小計

品目

厚
木
市

小計

02

03

04

05

11
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部門 令和5年度予算 令和5年度実績 備考

01 事務用品費 20,000 3,576 事務用品

02 ソフトウェア利用料 26,136 26,136 Freee会計ソフト利用料

46,136 29,712

01 夏祭り事業費 800,000 858,986 2023年10月21日開催

800,000 858,986

01 ラジオ体操事業費 100,000 26,251 お菓子・乾電池等消耗品

02 運動会関係費 115,000 83,987 お弁当、備品、お茶、レンターカー代

03 球技大会 73,000 7,481 お弁当・飲み物代

288,000 117,719

01 美化清掃事業費

02 美化整備費

140,000 13,052

01 活動費　　 1丁目 40,000 0

02 　〃 2丁目 40,000 0

03 10,000 0 令和２年度子ども会育成連絡協議会会費(40円×子供会員人数)

04 81,660 44,100 令和３年度子ども会安全会加入金(300円×子供会員人数)

05 0 0

06 0 20,000 昨年度支出繰越分（ドッジボール負担金）

07 96,000 96,000 児童館負担金（まつかげ台、荻野）

08 単子分担金 20,000 0 70円×子ども会員人数

09 雑費 4,000 0

291,660 160,100

01 活動費（防犯・交通） 10,000 0

02 備品購入費(防災機材) 800,000 744,840 備蓄倉庫整備・防災備蓄品購入

03 防災訓練費 20,000 4,726

04 雑費 100,029 122,011 防犯カメラ電気代・防犯カメラSDカード

05 防災テント 0 0

930,029 871,577

01 広報誌発行費 20,000 6,733 回覧資料印刷代など

20,000 6,733

01 お焚き上げ 100,000 22,332 ＠3233円　昨年度支出繰越分

02 茶話会 60,000 0

03 ハロウィン 80,000 105,407 夏祭り同時開催

240,000 127,739

01 役員活動費 370,000 350,000 会長1人、副会長5人、部門９部門(細則を参照ください）

02 役員研修費 22,000 0 役員研修（防災指導員研修）

03 負担金 380,000 337,500 荻野地区消防後援会・自治連協議会

04 出産祝い金（慶弔金） 30,000 0 弔慰金を廃止し、出産祝い金を支給

05 交際費 30,000 4,848 他自治会へのご祝儀、イベント参加等

832,000 692,348

そ
の
他
経
費

合計

防
犯
防
災
・
交
通
部

合計

広
報
部

合計

イ
ベ
ン
ト
費

合計

美
化
部

環
境

140,000 13,052 ゴミ集積場の資材など

合計

子
ど
も
部

子ども部制作活動・会議交通費

保険料

負担金

合計

会
計
部

合計

厚
生
部

文
化

合計

体
育
部

合計

品目

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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部門 令和5年度予算 令和5年度実績 備考

01 日本赤十字社 50,000 50,000

02 社会福祉協議会賛助会員会費 300,000 300,000

03 共同募金 50,000 50,000

04 その他 10,000 10,000 交通指導員

410,000 410,000

14 スポーツ広場管理費 15,000 15,000 管理手数料,修繕消耗品

１5 ホームページ管理費 52,000 52,000 Wordpress費用

01 舗装費 0 0 自治会館広場及び駐車場の舗装（見込み）

02 ネットワーク工事 0 0

03 会館防犯カメラ設置 350,000 0

04 バリアーフリー整備 0 0 車いす入館対応

05 屋根 0 11,000 会館渡り廊下屋根補修費

06 下駄箱等設置費 50,000 42,798 駐車場表示板設置費用

07 屋外水道設置 0 0

08 運営・保守維持費 20,000 20,000 みはる野ふぉーらむ

09 その他 0 0

420,000 73,798

予
備

01 予備費 80,000 49,500

01 積立金 100,000 100,000 自治会館修繕等、防犯カメラ補修への備え

100,000 100,000

6,265,385 5,323,991

会
館
運
営
・
保
持

合計

別
途

合計

支出合計

品目

賛
助
金

合計

委
託

21

23

24

28

29
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第３号議案 令和６年度 みはる野自治会 体制（案） 

 

   役割 

 

会 長       岩崎 正昭   

副会長       樺澤 知朗   

          中村 堅    

          馬場 陽子   

          小島 智明   

          津田 直樹   

 

 

 

 

  専門部 

       部長     副部長 

 総務部      金指 和博  長島 伸治 

 会計部      阿部 幸平 

 文化厚生部    川北 晋也  村上 美香 

 体育部      佐藤 健治  藤生 洋一郎 

 子ども部一丁目  深澤 繁   高橋 芳広 

 子ども部二丁目  水野 洋一  佐倉井 智明 

 防犯防災部    仲 智    橋本 鉄也 

 環境美化部    三浦 康裕  森 信太郎 

広報部      新田 慎一  福田 昌宏 

 

 

 

 

 

監事             松浦 賢太 

林  智美 
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第４号議案　令和６年度　事業計画（案）

月 行事・会議等 内容等 担当（中心となる部）

４月 ◎定期総会 書面表決 総務部、会計部、広報部

５月 ○荻野地区球技大会 ティーボール、ソフトバレー 体育部

◎会費徴収 班長が徴収し会計が集金 会計部

◎大谷公園花壇植栽 花未来事業 環境美化部

○校区レク 上荻野小学校区レクリエーション 子ども部二丁目

◎夏季美化清掃 市内一斉 環境美化部

◎ラジオ体操 大谷公園、関谷公園で実施 体育部

８月 ◎ラジオ体操 大谷公園、関谷公園で実施 体育部

９月 ◎防災訓練 自治会防災用品　説明・実演 防犯防災部

◎荻野地区大運動会 荻野運動公園にて実施 体育部

◎大谷公園花壇植栽 花未来事業 環境美化部

◎みはる野フェス
東谷戸公園にてみはる野自治会員出店
ブースとキッチンカーで開催

文化厚生部

◎ハロウィンコンテスト 仮装コンテスト 子ども部一・二丁目

○校区レク 荻野小学校区レクリエーション 子ども部一丁目

○荻野公民館まつり 模擬店出店 子ども部一丁目

１２月 ◎冬季美化清掃 市内一斉 環境美化部

◎どんど焼き スポーツ広場で実施 みはる野ふぉ～らむ

◎新班長会 専門部決め 総務部

３月 ◎子供部制作活動 制作活動 子ども部一・二丁目

４月 ◎令和７年度定期総会 書面表決 総務部、会計部、広報部

１１月

◎印：みはる野自治会主催行事　　　○印：公民館・他団体との協力による主な行事

７月

１０月

１月

６月

14



行事・会議等 内容等 担当（中心となる部）

◎役員会 年１２回 総務部

◎班長会 年１回（新班長会） 総務部

◎自治会入退会等運営事務 入会、退会の会員名簿更新業務 総務部

◎自治会館管理 備品管理、利用管理 総務部

◎部会 各専門部による部会 各専門部

◎会計管理 出入金（随時） 会計部

◎自治会の運営及び管理等の支援 随時実施 みはる野ふぉーらむ

◎地域住民懇親会（仮称） ７月から実施予定 みはる野ふぉーらむ

◎美化パトロール 公園及び遊歩道 環境美化部

◎ゴミステーション資材提供 随時実施 環境美化部

◎広報・回覧物等配布 月２回 広報部

◎みはる野地区パトロール 随時実施 防犯防災部

◎自主防災組織の充実 随時実施 みはる野ふぉーらむ

◎防災倉庫点検
随時実施（大谷公園、関谷公園、東谷
公園、なかよし広場）

防犯防災部

◎みはる野地区内消火器配置点検 随時実施 防犯防災部

◎みはる野地区防犯灯見回り点検 随時実施 防犯防災部

○子ども会育成連絡協議会 子ども部一・二丁目

○荻野地区教育懇談会 子ども部一・二丁目

○荻野小、上荻野小、
　地区子ども会等関係の対応

子ども部一・二丁目

◎防犯カメラの維持管理 効果、交換時期、維持管理業務 会長

◎自治会推薦各種団体委員 会費や経費等支援 役員会

◎ボランティア団体 各種ボランティア団体支援 役員会

年間
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　　　　　　（単位 円）

部門 令和5年度実績 令和６年度予算 備　　考

1,301,340 699,623

65,503 37,718

4,694,489 4,583,535 今年度の収入

6,061,332 5,320,876 前年繰越(預金⁺現金）＋今年度収入

5,323,991 5,135,924

37,718 20,000 手持ち現金残高繰越金

699,623 164,952 次年度への繰越金

400,003 200,005 07自治会館等修繕のための積立金

部門 令和5年度実績 令和６年度予算 内　　　　訳

300,001 400,003

a 積立金 100,000 0 一般会計別途積立金より

b 利息 2 2 利息

c その他 0 0

100,002 2

a 補助金 0 0

0 0

400,003 400,005

支出の部

部門 令和5年度実績 令和６年度予算 備考

a 会館修繕 0 0

b 防犯カメラ 0 200,000 新規防犯カメラ設置（3台目）

c その他 0 0

0 200,000

0 200,000

400,003 200,005

部門 令和5年度実績 令和６年度予算 内　　　　訳

1,366,843 737,341

01 自治会費 2,638,800 2,628,000 730世帯

02 途中入会 2,400 0

03 退会返却費 -5,100 0 令和6年度より返金無し

2,636,100 2,628,000

会
費

小計

前期繰越金

前年度自治会費繰越金

そ
の
他 小計

支出合計

品目

修
繕
経
費

小計

支出合計

残高

令和6年度一般会計収支明細

収入の部

品目

修
繕
積
立

小計

令和6年度修繕積立金

収入の部

品目

積立残高

第5号議案　令和6年度  みはる野自治会一般会計　予算(案）　　　　　　　　　　         2024年　3月　17日現在

令和６年度一般会計総合計

品目

総
括

前年度繰越（預金）

前年度繰越（現金）

今年度収入

今年度収入計

今年度支出計

差引残高

01

31

32

41
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部門 令和5年度実績 令和６年度予算 内　　　　訳

01 厚木市子供会育成連絡協議会 53,120 54,000 昨年実績並み

02 自主防災隊活動交付金 176,000 172,800 56,000円＋730世帯X160円

03 自治会活動補助金 342,500 335,500 80,000円＋730世帯X350円

04 広報紙等印刷物配布手数料 280,800 280,800 26円✕１２か月✕９００世帯

05 美化清掃補助金 10,000 10,000 定額

06 資源回収収益金 592,700 592,700 定額

07 みはる野スポーツ広場管理費 30,000 15,000 スポーツ広場関係修繕、管理委託費

0８ その他の補助金 49,720 49,720 子ども育成補助金（子ども会）

09 公園管理委託手数料 250,600 250,600 東谷、大谷、関谷、なかよし広場の4公園分

1,785,440 1,761,120

01 青少年健全育成会 0

02 自治会館使用料 76,000 72,000 月心会　6000円/月X１２か月

76,000 72,000

01 夏祭り売上げ(文化厚生部) 87,432 0

02 夏祭りご祝儀 30,000 30,000 花火協賛金（東自治会）

117,432 30,000

01 子供部収入 0 0 荻野地区文化芸能発表補助金

03 ハロウィン参加費 0 0 無料

04 茶話会参加費 0 18,000 ７月～３月（９か月X2回/月X10人/回X１００円/人）

05 雑収入(自販機売上げ) 75,502 74,400 平均ダイドウ1500円、ジャパン4700円

06 貯金利息 15 15

07 その他 4,000 0

79,517 92,415

6,061,332 5,320,876

支出の部

部門 令和5年度実績 令和６年度予算 備考

支出合計 5,323,991 5,135,924

01 コピー機の保守・備品費 826,243 820,160 リース料金53,680円月・カウント費用176000円月

02 事務用品費 22,830 30,000 印刷用紙代

03 会議費 108,320 110,000 令和7年度議案書

04 諸経費 0 1,000

05 親睦会費 0 0

06 通信費 276,930 275,028 光9410円/月・スマホ代13500円（2台/月）

0７ 総務部雑費 6,120 0 令和2年から5年契約保険料(一般賠償、火災、22万）

11 自治会備品 276,120 279,200 AED6600x12+軽量テーブル8脚✕25000

12 自治会電気料 201,144 240,000 自治会館電気料金　平均20,000/月

13 自治会上下水道料 28,020 27,600 自治会館上下水道料金　平均2,300円/月

14 自治会館修繕費 0 0 会館保持運営費で計上

1,745,727 1,782,988

品目

厚
木
市

小計

収入合計

品目

総
務
部

合計

小計

　
夏
祭
り

小計

雑
収
入

小計

　
そ
の
他

02

03

04

05

11
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部門 令和5年度実績 令和６年度予算 備考

01 事務用品費 3,576 10,000 手数料・事務用品

02 ソフトウェア利用料 26,136 26,136 Freee会計ソフト利用料

29,712 36,136

01 夏祭り事業費 858,986 600,000 打ち上げ花火38万　事業費（会員模擬店支援）２2万

858,986 600,000

01 ラジオ体操事業費 26,251 30,000 お菓子・乾電池等消耗品

02 運動会関係費 83,987 90,000 お弁当、備品、お茶、レンターカー代

03 球技大会 7,481 10,000 お弁当・飲み物代

117,719 130,000

01 美化清掃事業費

02 美化整備費

13,052 40,000

01 活動費　　 0 40,000 子ども部制作活動・会議交通費

04 保険料 44,100 45,000 子ども会育成連絡協議会会費(全同額）

06 負担金 96,000 96,000 児童館負担金（まつかげ台4.8万、荻野4.8万）

08 単子分担金 0 20,000 70円×子ども会員人数

09 雑費 0 4,000

160,100 205,000

01 活動費（防犯・交通） = 10,000

02 備品購入費(防災機材) 744,840 10,000

03 防災訓練費 4,726 20,000

04 雑費 122,011 10,000

05 防災テント 0 0

871,577 50,000 防災倉庫用

01 広報誌発行費 6,733 10,000 資料配布経費

6,733 10,000

01 どんど焼き 22,332 0 みはる野ふぉ～らむに委託

02 茶話会 0 72,000
みはる野ふぉ～らむに委託
７月より毎月第３日曜日と水曜日２回開始

03 ハロウィン 105,407 80,000

127,739 152,000

01 役員活動費 350,000 345,000 会長1人、副会長4人、部門17人(細則を参照ください）

02 役員研修費 0 63,800 防災指導員研修

03 負担金 337,500 373,000 消防後援会30万円・自治連協議会7.3万（災害対応増額）

04 出産祝い金（慶弔金） 0 10,000 出産祝い金を支給

05 交際費 4,848 10,000 消防出初式ご祝儀、イベント参加等

692,348 801,800

 
そ
の
他
経
費

合計

子
ど
も
部

13,052

合計

 
広
報
部

合計

 
防
犯
防
災
部

合計

 
イ
ベ
ン
ト
費

合計

40,000 ゴミ集積場の資材など

合計

体
育
部

合計

　
美
化
部

　
環
境

品目

　
会
計
部

合計

　
厚
生
部

　
文
化

合計

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18



部門 令和5年度実績 令和６年度予算 備考

01 日本赤十字社 50,000 50,000

02 社会福祉協議会賛助会員会費 300,000 300,000

03 共同募金 50,000 50,000

04 その他 10,000 20,000 交通指導員（夏祭り、どんど焼き）

410,000 420,000

14 ｽﾎﾟ-ﾂ広場管理費 15,000 15,000 管理手数料

15 ホームページ管理費 52,000 52,000 ドメイン4,000円・Webサイトプラン18,000円
更新手数料30,000円

1６ どんど焼き 0 20,000 みはる野ふぉ～らむ委託へ

1７ その他 0 10,000 班長業務軽減化費用　防犯カメラ費用

67,000 97,000

01 舗装費 0 700,000 臨時駐車場の整備費用（舗装準備工事）

03 会館防犯カメラ設置 0 0

05 屋根 11,000 11,000 セッパン屋根補修費

06 下駄箱等設置費 42,798 30,000 コーヒーサーバー設置

08 運営・保守維持費 20,000 20,000 みはる野ふぉーらむ

09 その他 0 0

73,798 761,000

 
予
備

01 予備費 49,500 50,000 ボランティア細則,予定外の出費等の費用

01 積立金 100,000 0 自治会館修繕等、防犯カメラ補修への備え

100,000 0

5,323,991 5,135,924

別
途

合計

支出合計

品目

賛
助
金

合計

会
館
運
営
・
保
持

合計

合計

委
託

21

23

24

28

29
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報告事項 

 

みはる野自治会細則 

（目的） 

第１条 この細則は、自治会運営の細部を定めることにより、会員の参加と責任を明確にするため

に定める。 

（会員） 

第２条 みはる野自治会の会員は下記に定める。 

2. 一般会員。 

3. 準会員は班の総意により、班長が申し出て役員会で定める 

4. 特別会員は居住にかかわらず、会の趣旨に賛同することの申し出により役員会で定める。 

 

（会員の役割） 

第３条 会員の役割は下記に定める。 

2. 一般会員は各班で定められた順に班長を務め、自治会の各専門委員会に所属する。 

3. 準会員は準会員申請により、班の総意を得ることで班長を1回免除することができる。 

但し、次の班長が回ってきた際に再度申請を行う必要がある。 

4. 特別会員は班長業務等を免除することができる。 

 

（会費） 

第４条 会費は年度始めに１年分（月300円×12か月分）を徴収するものとする。 

ただし、年度途中に新規加入した者は加入月の翌月分から年度末分（3月）までを徴収する

ものとする。 

既納の会費は本会の年度を通しての諸事業を遂行する経費にあてるため、返還はしない。 

（役員、部門の活動費） 

第５条 自治会内規第７条に定める役員、部門、の活動費は次のとおりとし、その支払いは次の

とおりとする。 

会長 年額 180,000円 

副会長 年額 20,000円 

各部門 年額 10,000円 

 

（慶弔規定） 

第６条 自治会員における慶弔等は、次のとおりとする。 

(ア) 出産祝い金（会員又は同居人）として、5,000 円とする。 

(イ) 災害見舞金、障害見舞金等については、その都度役員会で決する。 

(ウ) 近隣団体への寄付その他は、交際費として定める 

（班長の役割） 

第７条 班長は、自治会活動の班の代表として次の役割を担当する。 

(ア) 回覧業務及び連絡網業務 

(イ) 各種集金業務 

(ウ) 自治会加入推進業務 

(エ) 自治会専門部に必ず所属する。（選任された部長のもとで必要な業務を行う） 

(オ) その他（環境等への参加） 20



 

 

第８条 環境美化活動、防犯、防災等の奉仕活動については、次の規定による。 

(ア) 自治会内一斉の奉仕活動については、各世帯１名以上の参加とする 

(イ) 参加すべき世帯において、やむを得ぬ事情によって参加できない場合はその旨を班長に届ける

ものとする。 

 

 

（帳簿等の整理保管） 

第８条 自治会の公式帳簿として、次の書類等を整理保管する。 

（帳簿の名称、保管年月日など） 

(ア) 規約、内規、各細則、役員名簿は総会議案書で保存、会議録、財務諸表、仕訳帳、元帳、契約書 

（各種保険契約書、貸借契約書、売買契約書、インターネット接続契約書等）、登記書類

(イ) 整理保管された帳簿等は、交代の際に必ず後任者に全部引き継ぐものとする。 

(ウ) 書類等は、専用の電子媒体をもって整理しなければならない。 

 

（夏祭りボランティア） 

第９条  地区最大のイベントであり、経験者なしでの実施は難しいと考え、夏祭りを永続するため

にもボランティアを設置する。 

 

（表彰） 

第１０条  会員の善行に対し、表彰状および副賞をもって表彰する。副賞の金額は 10,000 円とし、

詳細は役員会で決定する。ただし一人一回限りとする。 

 

（班構成） 

第１１条  班は街区単位で構成し、班員数は原則 10 名前後として、必要に応じて構成を見直すもの

とする。 

 

第１２条 この細則の改正は、役員会の議決による。 

附則 

1. （施行日） この細則は、2010 年 4 月 25 日より施行する。 

2. （改定）  2011 年 4 月 24 日改定（第８条 追加） 

3. （改定）  2012 年 4 月 22 日改定（第９条、第１０条 追加、第９条 条番号変更） 

4. （改定）  2015 年 4 月 19 日改定（第３条 修正） 

5. （改定）  2020 年 4 月 5 日改定（第3条、4条、7条） 

6. （改定）  2021 年4月1日改定 

・（準会員を新設のため会費２条以下を４条以下に繰り下げ、会員と会員の役割を明記） 

・（会費の２から５項目を廃止） 

・（第５条の部長活動費を変更） 

・（第７条オの記述を変更） 

・（８条ウを廃止） 

７．（改定）  ２０２３年３月１２日改定（第２条３項） 

８．（改定）  ２０２４年２月１７日改定 

・（第３条３項 準会員の申請と免除期間を明記、特別会員の記載は第３条４項へ変更） 

・（第４条 会費徴収は年間分とし、返還しないことを明記） 
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2023 年度【令和 5 年度】みはる野自治会総会書面評決結果報告書 

 
令和 5 年 5 月 14 日 

総務部 

 
令和 5 年度も昨年に引き続きコロナウイルス流行に伴い書面評決となり、議案書を自

治会員に配布し令和 5 年 4 月 15～16 日回収締日、令和 5 年 5 月 14 日集計での開

催としました。 

集計の結果第１～5 号議案について過半数の賛成を得ましたので可決されていますが、 

役員会で集計結果の議決をお願いいたします。 

 

１．集計結果 

・総会員世帯数：744 世帯 

・書面協議書 1．令和 5 年度みはる野自治会定期総会における各議案につき賛成が

434 世帯（1 丁目：255 世帯 2 丁目：179 世帯） 

・書面協議書２．令和 5 年度みはる野自治会定期総会における各議案について裏面別

紙の通り賛否及びその理由を述べるが 18 世帯 

・提出：452 世帯 未提出：292 世帯 

 

２．第 1 号議案 令和 4 年度事業報告について 

・賛成：450 

・反対：0 

・意見：1 

・実行されていない案件が多し 

回答：コロナ禍の影響でいくつかできていないものもありますが、形を変え実施 

ています。 

 

３．第 2 号議案 令和 4 年度決算報告・監査報告について 

・賛成：449 

・反対：0 

・意見：1 

・退会返却費が 0 円なのはなぜですか？多くの退会者がいたはずですが？ 

回答：退会者から返金の希望がなかったため。 

 

４．第 3 号議案 令和 4 年度みはる野自治会役員体制について 

・賛成：450 

・反対：1 

・会長任期４年までとした総会決議は反故にしたのか。 

・意見：0 

 回答：規約に基づく体制になっており、役員推薦委員会も設けています。 
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５．第 4 号議案 令和 5 年度事業計画について 

・賛成：450 

・反対：0 

・意見：1 

・昨年度の夏祭りが第 20 回なのに令和 5 年度の 20 回と記載されているのはなぜ

か？第 20 回は記念行事なのに記念行事なのに 80 万の予算は少なすぎる。 

回答：誤記です。本年度は第 21 回となります。 

 

６．第 5 号議案 令和 5 年度みはる野自治会予算について 

・賛成：450 

・反対：0 

・意見：0 

・書面上令和４年度になっている 

回答：誤記です。修正いたします。 

 

・厚木市から給付されている金額は、その額面の事業に割り当てされているか確認

いただきたい。公園管理委託手数料分の管理を行っているか等。 

回答：公園のパトロールを実施し、3 ケ月毎に市に報告しております。 

 

 ・一般会計 ＞ 収入の部 ＞ 02.厚木市 

   R4 実績と R5 予算に相違が発生しているが、厚木市から額面上の金額が入ら

ないのは何故か？実績通りにしか入らないのであれば、予算額を直すべきでは？ 

   回答：世帯数変動のためずれは生じますが、次年度の予算にて見直しを実施いた

します。 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 

   R4 実績も R5 予算も０円になっている品目を載せている理由は何でしょう

か？   必要ないと思います。必要であれば、備考に理由を記載いただきたいです。 

回答：次年度の予算にて見直しを実施いたします。 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 ＞ 11.総務部 ＞ 06.通信費 

   費用を抑えることができる品目です。 

    光 １万/月 → ６千/月 

    スマホ 2 台 １．３万/月 → ７千／月 

回答：総務を中心に役員会で検討いたします。 

 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 ＞ 13.文化厚生部 ＞ 01.夏祭り事業費 
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   物価上昇に合わせて予算を増額しておく必要はないか？ 

   R4 の実績以下になっているため心配しています。 

回答：次年度の予算にて見直しを実施いたしますが、役員及び班長業務の軽減負 

担も考慮して対応を検討します。 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 ＞ 14.体育部 ＞ 02.運動会関係費 

   備考の「レンターカー」は「レンタカー」では？ 

回答：ご指摘の通りです。修正いたします。 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 ＞ 16.子ども部 ＞ 03.04.保険料 

   小学生の人数は減少してきているのに R4 年度同じ予算額は何故でしょうか？ 

回答：⇒子ども会加入人数に基づいた保険料金になっています。 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 ＞ 17.防犯防災部 ＞ 02.備品購入 

   防災備品コンテナは整備したので、食料を溜めておくコンテナを追加購入する

のでしょうか？ 

回答：現在、物置として使用しているコンテナが老朽化により破損している為 

の買い替え用の費用です。 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 ＞ 21.賛助金 

   各品目の算出根拠を備考へ記載いただきたいです。 

回答：記載いたします。 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 ＞ 29.委託 ＞ 15.ホームページ管理費 

   高いです。利用ユーザーが多いフリーのものもありますので、是非ご検討くださ

い。 

回答：総務を中心に役員会で適時検討いたします。 

みはる野自治会 LINE 公式アカウントは現在 300 名を超える会員が参照し

ています。みはる野日和はフリーです。 

 

 

 ・一般会計 ＞ 支出の部 ＞ 28.会館運営・保持 

   実施が終わった項目は品目として載せておく必要はないのでは？ 

回答：会館建設だけでなく、今後も保守費用発生の可能性のない品目は適時削除 

します。 

 

 

7．その他自由記入欄と報告事項に関する意見欄について 
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記入件数：件 

・弔慰金の復活はできないでしょうか。会員本人が亡くなっても香典代も出せない

自治会って共助の精神に反しませんか。 

回答：回覧を実施し皆様のご意見をいただきたいと思います。 

 

・野良猫の問題について「解決できる方法も継続して検討します。」は、「検討はす

るが、何もしないです。」と同じと思います。具体的に去勢手術に割り当てる予算、

依頼先を決める。に動いてほしい。保護する側の意見だけ表に出て本当に手術費用

を個人で負担したかも話に聞いただけいい加減に糞尿被害に具体的に対応してほし

い。野良猫を減らす対策をしてほしい。毎年増えています。 

・猫の糞対策に苦慮しています。飼い猫は外に出さないなどしっかり対策をお願い

します。庭や玄関などで糞を回避するため、いろいろと対策をしていますが、費用

と労力をどう対応していただけるかご検討いただきたく、放置猫に対応していただ

きたく。 

・相変わらず野良猫が家の敷地内に入ってくることに困っております。 

・自宅前路上の糞の放置にも困っております（こちらは犬でしょうか？）。 

回答：厚木市環境政策課に野良猫保護の要望書を提出しましたが、厚木市では対

応できないとの連絡をいただいています。また動物愛護の視点で、給餌を禁

止することもできません。現在は遊歩道での給餌をやめて、住宅地から離れ

た場所で給餌をしています。 

 

・会長任期２年までと総会（４年前）2 期 4 年まで多選を弊害阻止のため総会で決

定したのでは？ 

回答：申し訳ありません記録がなく確認できませんでした。 

 

・みはる野地区には子供や大人が楽しく集まって活動する場所が自治会館以外にあ

りません。地域の集会施設をぜひ作っていただきたい。 

・2 丁目バス停前空き地が駐車場に利用できたらとても助かります。 

回答：前提として、このスペースは道路として厚木市の道路維持課管理となって

おります。前年度に自治会から Times 駐車場として利用できないか問い

合わせたところ、利用できないとの回答をいただきました。 

令和５年度にコミュニティスペースとして利用の要望を提出していま

す。 

 

・2 丁目 32 街区当たりのバス通りのカーブで数年ごとに事故が発生している件で、

岩崎会長には状況を把握していただきありがとうございます。引き続き良い対策が

あれば・・・と思いますので、ご対応お願いいたします。 

回答：引き続き市と連携し検討していきます。 
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・なかよし公園の使い方ですが、公園を造る際の説明では、野球・サッカーの利用

はできないとの説明でしたが、親も一緒に野球・サッカーを行っていることがあり

ます。再度ご確認ください。 

回答：ご意見の通り、利用できません。 

 

・2 丁目 13 街区は現在 7 世帯ですが世帯数の多い班の半分以下であり 3 度目の班

長が回ってきております。この現状に不満の声も出てきております。今後の班編成

の見直しを検討いただきたいと存じます。 

・世帯数が少なく班長になるペースが早いので見直しして欲しいと数年間から話し

ていると思うのですが、なかなか改善されないので退会したいという声も出ている

し考えています。 

・班の世帯数がある程度平等になるように調整できたらいいなと思います。（不公平

感を感じてしまいます。） 

回答：⇒前年度に 6 世帯以下の班は見直しさせていただきました。 

        7 世帯の班は数が多く見直しがすぐにできませんでした。 

班長業務の軽減も含めて今後の課題として取り組みます。 

 

・前回にも意見させていただきましたが！メイン道路の樹木は選定していますが！

いまだに住宅内の道路わきの樹木が年月が経ち大きくなり電線に届き冬は落ち葉も

多く対策をお願いします。 

回答：市に依頼いたしますので、具体的な場所を自治会携帯（070-1256-3167）

までショートメッセージにてご連絡ください。 

 

・前期の班長さんのお名前を明記していただきたいです。 

回答：前期の班長さんから「新班長さんの皆さまへ」の案内が届きますので確認

できます。また前期の班長さんに輪番表が総務部から配布されています。 

 

・班内で班長ができないときにその時の班長が班員に聞いて回るのでは言った言わ

ないが発生するので、可能であれば話し合いにもう 1 名（総務）などを入れて話し

たほうが良いと思います。また、間に部長がかかわっても話が総務に話が変わって

しまうのであまり意味がないと今回のことで分かったので・・・。 

回答：総務部で対応しています。 

問い合わせには自治会携帯（「070-1256-３１６７」をご利用ください 

 

・コロナ禍でも制限が緩和されているのに、書面評決議案書ではなく対面で総会を

開くべき。書面評決議案書を作成するだけのお金がかかるし無駄すぎる。 

回答：対面での総会は役員会での議題とします。書面評決議案書の内容は全戸に

周知すべき内容と考えるため、作成の金額は変わりません。 
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・自治会員だけが会費を払い、業務をこなして地域の治安維持や美化へ配慮、防災

体制強化を図っていますが、非会員だけが労力も金銭的にも楽していて、おかしい

と思います。非会員にも自治会費を徴収すべきです。労力をかけなければ、金をか

けることだけはしっかりやってほしい。他、会員には、保存水みたいなのを毎年 2

本ぐらい配布するなど会員・非会員に差をつけても良いと思います。 

・大変だから、面倒だから、子が育っていないから、仕事等で忙しいから・・・。

様々な理由やご事情があるとは思いますが、現状ゴミは無料で捨て町の管理もして

もらえて退会のメリットが大きく感じられ、今後も退会は増えることが予想できま

す。未加入、退会世帯にも何かできることを担当していただくのはどうですか？ 

例）未加入・退会世帯・・・1 世帯 1 係制の導入※班編成で班長の人数が減っても

未加入・退会世帯にも仕事をしてもらう事によって班長の仕事減につながるのでは

ないかと・・・ 

回答：ご指摘の通り非会員の件は自治会としても課題に思っており、引き続き課

題として取り組みます。 

 

・広報のペーパーレス化（広報の仕事減につながると良いなと・・・） 

例）希望世帯のみ広報配布、又は、自治会館開放日に希望世帯が自由にとりに行く 

    みはる野 LINE で回覧を見られるようにする。等々 

☆この程度ならやってもいいと思える仕事量に見直しをする。不平等感をなくして

いく事がこれからも自治会を存続していく為には必要ではないかと思いました 

回答：みはる野 LINE では既に回覧を見えるようにしております。ただ、厚木市

からの広報物があるため回覧をなくすことはできません。班長の常務削減は

常に課題とし取り組んでまいります。 

 

みはる野自治会ボランティア団体支援細則 

 ・ボランティア団体名称 

   どこの団体か分からないため、正式名称で記載するのがよいです。 

回答：検討の上、問題がなければ来年度から実施いたします。 

 

みはる野自治会自主防災隊 

 防災計画がありますが、日常の役割、災害時の役割で動けるようにしていきたい

ですね。 

 

・その他、感謝・労いのお言葉を多数いただきました。ありがとうございます。 
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                     みはる野自治会規約 

 

                                第１章  総    則 

（目的） 

第１条  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社 

  会の維持及び形成に資することを目的とする。 

（１）地域住民の福祉向上に関すること 

（２）地域住民相互の親睦に関すること 

（３）防火・防犯・交通安全・衛生に関すること 

（４）共有施設（街灯・公園・その他）の管理運営に関すること 

（５）青少年の健全育成に関すること 

（６）その他本会の目的達成に必要なこと 

 

（名称） 

第２条  本会は、みはる野自治会と称する。 

（区域） 

第３条  本会の区域は、厚木市みはる野１丁目１番１号から2丁目３６番１５号までの区域とす

る。 

（事務所） 

第４条  本会の事務所は、代表者の自宅に置く。 

 

                                第２章  会    員 

（会員） 

第５条  本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人及び事業所とする。 

（会費） 

第６条  会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

（入会） 

第７条  第３条に定める区域に住所を有する個人及び事業所で本会に入会しようとする者 

  は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。 

２  本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならな 

  い。 

（退会等） 

第８条  会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 

  (1) 第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 

  (2) 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合 

２  会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 

 

                                第３章  役    員 

（役員の種別） 

第９条  本会に、次の役員を置く。 

  (1) 会長  １人 

  (2) 副会長  ６人以下とする 
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  (3) その他の役員  １０人以下とする 

  (4) 監事  ２人 

（役員の選任） 

第10条  役員は、総会において、会員の中から選任する。 

２  監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 

（役員の職務） 

第11条  会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があ 

  らかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３  監事は、次に掲げる業務を行う。 

  (1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

  (2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

  (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総 

    会に報告すること。 

  (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。 

（役員の任期） 

第12条  役員の任期は、２年とする。ただし、その他の役員は１年とし再任を妨げない。 

２  補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３  役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行 

  わなければならない。 

 

                                第４章  総    会 

（総会の種別） 

第13条  本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

（総会の構成） 

第14条  総会は、会員をもって構成する。 

（総会の権能） 

第15条  総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 

 （総会の開催） 

第16条  通常総会は、毎年度決算終了後１箇月以内に開催する。 

２  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

  (1) 会長が必要と認めたとき。 

  (2) 全会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

  (3) 第11条第３項第４号の規定により監事から開催の請求があったとき。 

（総会の招集） 

第17条  総会は、会長が招集する。 

２  会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その請求の 

  あった日から２０日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示し 

  て、開会の日の３０日前までに文書をもって通知しなければならない。 
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（総会の議長） 

第18条  総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 

 

（総会の定足数） 

第19条  総会は、会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 

 

（総会の議決） 

第20条  総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決 

  し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（会員の議決権） 

第21条  会員は、総会において、各々１箇の表決権を有する。 

 

（総会の書面表決等） 

第22条  止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項 

  について委任状をもって出席とみなす。 

２  前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席した 

  ものとみなす。 

 

（総会の議事録） 

第23条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

  (1) 日時及び場所 

  (2) 会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む） 

  (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

  (4) 議事の経過の概要及びその結果 

  (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印 

  をしなければならない。 

 

                                第５章  役員会   

（役員会の構成） 

第24条  役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 

（役員会の権能） 

第25条  役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

  (1) 総会に付議すべき事項 

  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（役員会の招集等） 

第26条  役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 

２  会長は、役員の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 

  の請求があったときは、随時開催する。 
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３  役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも 

  って、通知しなければならない。 

（役員会の議長） 

第27条  役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

（役員会の定足数等） 

第28条  役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合に 

  おいて、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」 

  と読み替えるものとする。 

 

                              第６章  資産及び会計 

（資産の構成） 

第29条  本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

  (1) 別に定める財産目録記載の資産 

  (2) 会費 

  (3) 活動に伴う収入 

  (4) 資産から生ずる果実 

  (5) その他の収入 

（資産の管理） 

第30条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 

（資産の処分） 

第31条  本会の資産で第29条第１号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処 

  分し、又は担保に供する場合には、総会において議決を要する。 

（経費の支弁） 

第32条  本会の経費は、資産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算） 

第33条  本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。

これを変更する場合も、同様とする。 

２  前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合に 

  は、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として 

  収入支出をすることができる。 

（事業報告及び決算） 

第34条  本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として 

  作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後３箇月以内に総会の承認を受けなければ 

  ならない。 

（会計年度） 

第35条  本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

                           第７章  規約の変更及び解散 

（規約の変更） 

第36条  この規約は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得、かつ、厚木市長の 

  認可を受けなければ変更することはできない。 
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（解散） 

第37条  本会は、地方自治法第260条の20第２号、第３号、第４号及び第５号の規定により解

散する。 

２  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得なければな 

  らない。 

（残余財産の処分） 

第38条  本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の４分の３以上の議 

  決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

                                第８章  雑    則 

（備付け帳簿及び書類） 

第39条  本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役 

  員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿 

  及び書類を備えておかなければならない。 

（委任） 

第40条  この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。 

 

      附  則 

１  この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 

２  本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定 

  めるところによる。 

３  本会の設立初年度の会計年度は、第35条の規定にかかわらず、設立認可のあった日か 

  ら平成３２年４月１日までとする。 

４．規約に定めのない自治会運営上必要な事案は内規で対応する。 
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厚木市みはる野自治会内規 

第１条 （目的）  

この内規は、自治会運営のため規約にない事柄を定める。 

 

第２条 （専門部） 

自治会の事業を行うため、次の専門部を設け、専門部の部長をその他の役員とする。 

１．会計部 

２．総務部 

３．広報部 

４．防犯防災部 

５．体育部 

６．文化厚生部 

７．環境美化部 

８．子ども部一丁目  

９．子ども部二丁目 

 

第３条 （専門部の部長、班長、アドバイザーの役割） 

１．専門部長は、各担当部の事業･予算を掌る。 

２．班長は、班員の総意をもって班を代表し、班内の連絡調整にあたる。 

  また、広報の配布・会費の集金を行う。 

３．アドバイザーは、自治会活動全般に関して助言を行い、これを補佐する。 

 

第４条 （専門部長・班長・アドバイザーの選出）。  

１．専門部長は、各専門部員の中から互選により定める。 

２．班長の選出は、第５条で定める。 

３．アドバイザーは、会長が指名し役員会の了承を得るものとする。 

 

第５条 （班長） 

１．会員への連絡事項を速やかに伝達するため、班長を置く。 

２．班長は、輪番制とする。ただし会長･副会長を務めた者は輪番の対象から除く、当

該者が就任を承諾した場合はこの限りではない。 

３．班長は、第２条に定めるいずれかの専門部に所属する。 

４．世帯の増減に伴う班の分割・合併は適宜行うことができる。 

５．班区分の全体的な見直しは、必要に応じ班長会において行うことができる。 

 

第６条 （任期） 

３．班長の任期は１年とする。 

４．補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第７条 （役員の活動費） 

本会の役員その職務を遂行するための活動費を支給する。 
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第８条 （会議） 

本会の会議は、総会・役員会・班長会とする。 

 

第９条 （班長会） 

会長が必要とみとめたとき、又は役員の過半数の要求があったときは随時開催する。 

 

 

第１０条 （表彰） 

本会は、会員の模範となる善行を行った者を会員の推薦をもって、役員会の決定で表

彰することができる。 

 

第２４条（定めのない事項） 

内規に定めのない事項は細則にさだめる。 

 

第２４条 （規約の改正） 

この内規の改正は、総会の議決による。 

 

付則 

1. （施行日） 

この内規は、2019 年 4 月 21 日から施行する。 

2.  この内規は、２０２１年４月１日から施行する。 
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みはる野自治会役員推薦依頼 
 

202３年１月１５日 

みはる野自治会役員推薦委員会 

    

 

会長及び副会長の業務を理解していただき、自薦他薦を問いませんので202３年度の

役員候補を推薦してください。下記①～⑦までの事柄を自治会携帯電話にショートメール

でお送りください。 

 

（自治会携帯電話番号 ０７０－１２５６－３１６７） 

 

推薦期限  令和５年２月１０日（金）まで 

 

① 氏名（ふりがな）  

② 氏名（漢字）  

③ 住所  

④ 年齢  

⑤ 連絡携帯電話番号  

⑥ メールアドレス  

⑦ パソコン使用可否       可       否 

 

会長・副会長の業務 

 

1 会長   ・受領文書のBANDへの登録（役員への情報伝達） 

（注記 : BAND 役員及び班長間のネット情報交換ツール） 

・行政への窓口業務（スマ報で連絡及び市役所窓口業務） 

・駐車場の予約受付 

・荻野自治会連絡協議会への参画（意見交換） 

・自治会携帯で会員からの依頼事処理 

・自治会のまとめ役及び街づくりに必要な事柄の企画 

 

2 副会長  ・会長の補佐及び会長の代行 

 

 

全戸配布  
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みはる野自治会役員推薦委員会細則 

 
（目的） 

第1条 この規則は、本会の規約第10条に基づき、役員推薦委員会の設置及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

 

(設置及び任務） 

第2条 本会の役員及び会計監査の選任を円滑に行うため、役員推薦委員会を設置する。 

2 推薦委員会は、役員候補者を選出し、班長会の承認を得て総会に提出することを

任務とする。 

 

（構成） 

第3条 推薦委員会は、役員で構成する 

2 推薦委員会の委員長は、役員の互選により選出する。 

 

（招集及び決議） 

第4条 委員長は、役員の選任を行う総会の開催に先立ち委員会を招集する。 

２推薦委員会の決議は、全役員の過半数の賛成を持って行う。 

３欠席の場合は委任状により出席とみなす。 

 

（役員候補者の選出） 

第5条  委員長は役員の選任の為、別に定める書式で会員から役員候補者を募る。

自薦他薦は問わない。会長は役員の互選により選出する。  

 

（会計幹事候補者の選出） 

第6条 推薦委員会は、監事候補者を会計経験者から募る。 

 

（情報提供） 

第7条 前２条の審議にあたり、会員は議長の要請に応じて役員及び開会監事に関する情

報を提供しなければならない。 

（任期） 

第8条 推薦委員会の委員の任期は、就任後始めて開催される総会の終結の時までとする。 

2 推薦委員会の委員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任

するまでは、その職務を行わなければならない。 

附則 

１．施行日 令和２年 １２月  １２日  
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みはる野自治会ボランティア団体支援細則 

 

1. 目的 

本細則は、みはる野自治会会員相互及びその趣旨に賛同するものの交流、親睦の輪を広げ、良き隣人関係を

築くためのコミュニケーション等を目的として活動する団体への自治会からの支援について定める。 

2. 支援団体の認定 

① 規約（目的が明記されている事）、役員と構成メンバーの名簿及び 1 年間の事業報告を提出する。 

② ①を踏まえた上で役員会が認定する。 

3. 支援内容 

①ボランティア団体には役員会で審議のうえ、適当と認定された団体には支援金を交付する。 

4. 組織図 

支援団体は、自治会組織図に位置づける。 

5. 協力 

ボランティア団体は、それぞれの団体の特性を生かし、直接、間接的に自治会活動に参加、協力をお願いす

る。（美化活動、夏祭り、ハロウィン、お焚き上げ、荻野地区大運動会 等） 

6. 事業報告 

① 支援金の交付を受けた団体は、役員会に年間活動報告、決算書の提出。 

② 支援金の交付を受けていない団体は、年間活動報告のみ提出。 

7. 更新 

年度末に活動が適正かどうか審査する。不適正と判断された場合は関係者に聴取したうえで、更新か否かを

役員会で決定する。 

8. 改訂・廃止 

本規程は役員会の承認を得て改訂・廃止する。 

9. 付則 

１．施行日 ２０２３年３月１２日 

 

 

NO ボランティア団体名称 NO ボランティア団体名称 

１ ドッチボール １１  

２  １２  

３  １３  

４  １４  

５  １５  

６  １６  

７  １７  

８  １８  

９  １９  

１０  ２０  
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みはる野自治会関連各種団体委員支援細則 

 

1. 目的 

本細則は、みはる野自治会が推薦する各種団体委員への自治会からの支援について定める。 

2. 各種団体委員の認定 

① 別紙に掲載する委員とする 

② 別紙に掲載する各種役員は役員会が推薦して自治会長が任命する。 

3. 支援内容 

①各種委員には所属する会に収める会費を役員会で審議のうえ、会費相当の支援金を交付する。） 

4. 組織図 

各種委員は、自治会組織図に位置づける。 

5. 協力 

各種委員は、それぞれの委員の特性を生かし、直接、間接的に自治会活動に参加、協力をお願いする。（美

化活動、夏祭り、ハロウィン、お焚き上げ、荻野地区大運動会 等） 

6. 役員会の参加 

① 各種委員は、役員会に参加し自由に意見を述べることができる 

7. 退任と推薦 

各種委員は本人の都合で退任することができる。その場合役員会は次の委員を推薦する 

8. 改訂・廃止 

本規程は役員会の承認を得て改訂・廃止する。 

9. 付則 

１．施行日 ２０２３年３月１２日 

 

 

 

NO 役職 NO 役職 

１ 厚木市青少年指導員 １１ まつかげ台児童館運営委員 

２ 荻野地区体育振興委員 １２ まつかげ台児童館運営委員長 

３ 荻野地区青少年健全育成会委員 １３ 荻野児童館運営委員 

４ 荻野地区民生児童委員 １４ 荻野児童館運営委員長 

５ 荻野地区民生主任児童委員 １５ 上荻野小学校区子ども会育成連絡会委員 

６ 厚木市防災指導員 １６ 上荻野小学校区子ども会育成連絡会委員長 

７ 厚木市自主防災隊防災推進委員 １７  

８ 厚木市交通安全指導員 １８  

９ 厚木市交通安全父母の会 １９  

１０ 厚木市消防団第 4 分団第 3 部部員 ２０  
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みはる野自治会館運営細則 

第１章 総則 

（目的） 
第１条 この細則は、みはる野自治会(以下「自治会」という。)所有の自
治会館（厚木市みはる野１－２１－２番地所在）の運営を円滑に行うた
め設けるものである。 

（会館の呼称） 
第２条 本会館は、みはる野自治会館（以下「会館」という。）と称す
る。 

（会館の定義） 
第３条 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、会員の
親睦を高める場として、会議、会合、サークル活動等の利用に供するた
め、厚木市からの借地、設置した建物及びその他の付帯設備をいう。 
 

第２章 運営 

（運営委員会） 
第４条 会館の運営を民主的に行なうため、運営委員会（みはる野ふぉ
ーらむ以下「ふぉーらむ」と言う）を組織する。 

（委員会の構成） 
第５条 ふぉーらむの構成は、役員及びその他会員により構成する。 
２ 委員会の定員は、若干名とする。 

（ふぉーらむの権限） 
第６条 ふぉーらむは、会館運営の監督について役員会に提言する。 
２ ふぉーらむの運営にかかる詳細については、別に定める。 
 

第３章 会館使用 

（利用申請） 
第７条 会館の利用を希望する者は、みはる野自治会館利用登録に定め
る方法により利用する日の１日前までに申請するものとする。 
 

（利用許可） 
第８条 会館の利用は、自治会活動に支障のない限り、許可するものとする。
ただし、次の項目に該当する場合は許可を与えないことができる。 
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（1）騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。 
（2）自治会の承認を得ない営利事業。 
（3）その他管理上支障のある場合。 

（利用時間） 
第９条 会館の利用時間は原則として次のとおりとする。 
午前８時から午後２０時までとする。ただし、自治会で認めた場合は、
この限りではない。 
 

第４章 その他 

（経費負担） 
第 10条 会館を利用する者は、光熱費、水道料その他の経費を負担す
る。 
＊（利用料金の金額は、団体ごとに別に定める。） 
２ 料金の納入は、自治会に後納するものとする。 
３ 自治会活動に伴う会議行事等で使用する場合は、無料とし、その他
自治会で特に認めたものは、免除又は減額することができる。 

（利用者の義務） 
第 11条 会館を利用するときは、次の事項を守るものとする。 
(1) 利用責任者を決めること。 
(2) 利用時間を守ること。 
(3) 利用にあたっては、器具、備品等を丁寧に取扱い、室内を汚損しな
いこと。 
(4) 火気使用は事前に自治会に申請し、後始末を完全に行なうこと。 
(5) 利用終了後は、片付け及び清掃をすること。 
(6).破損等は自治会に報告する。 
(7) その他、自治会の指示に従うこと。 

（その他） 
第 12条 この細則に定められていない事項は、ふぉーらむで協議提言
し、自治会役員会の承認を得るものとする。 
２ この細則の改廃は、自治会役員会の議決により定める。 
 

附則この細則は、令和３年８月１日から施行する。 

みはる野自治会利用登録は下記にショートメールで行う。 
０７０－１２５６－３１６７ 
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みはる野ふぉーらむ規約 

2020 年 2 月 13 日作成 

みはる野自治会役員会 

第1条 （名称） 

本会はみはる野ふぉーらむと称する。 

第2条 （事務所の所在地） 

本会は事務所をみはる野ふぉーらむ代表者宅におく。 

第3条 （目的） 

本会はみはる野地域の住民生活の向上と将来の安定にむけ、生きがいのある生活、住民

相互の交流を促進できる事業を行うものとする。 

第4条 （事業） 

本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

１． 地域交通に関する事業 

２． 少子高齢化に関する事業 

３． 防災防犯に関する事業 

４． 自治会の活動支援事業 

５． 本会の広報活動に関する事業 

６． その他本会の目的に関する事業 

第5条 （会員） 

本会の会員はみはる野地域居住者及び本会の目的に賛同する者とする。 

第6条 （役員） 

本会に次の役員をおく。 

代表  1 名 

副代表 若干名 

会計  1 名 

総務  1 名 

第7条 （役員の決定） 

役員会において決定し、総会にて承認する。 

第8条 （役員の任期） 

役員の任期は 4 年とする。 

第9条 （役員の職務） 

代表は本会を代表し、会務を統括する。 

副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その任務をおこなう。 

総務は会議に出席し議事録を作成する。 

会計は，収支の報告を行う。 

第10条 （会議の種類） 

本会の会議は、総会、役員会とする。 

第11条 （会議の招集） 
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会議は代表がこれを招集し、その会議に付すべき事項，日時及び場所を連絡する。 

第12条 （会議の議事録） 

総会及び役員会の議事については議事録を作成する。 

第13条 （総会の開催） 

総会は、代表が招集し、議長、書記を選出する。その開催は毎年 4 月に開催する。 

第14条 （総会の決議事項） 

総会は次の事項を審議し、決済承認する。 

１． 事業計画及び収支予算 

２． 事業報告及び収支決算 

３． 本会の役員選出 

４． 規約の制定変更及び廃止 

５． その他本会の運営に関する事項 

第15条 （役員会） 

役員会は代表が招集し、議長とし、次の事項を決議する 

１． 総会に付議する事項 

２． 事業計画 

３． 企画立案事項 

第16条 （会計監事） 

会計幹事 1 名とし、役員会で決定し総会にて承認する。 

会計幹事は収支報告書の監査及び総会で監査事項の報告を行う。 

 

 

みはる野ふぉーらむ会員募集案内 

2022 年 2 月 13 日 

みはる野自治会役員会 

 

 みはる野は地域では比較的若い街です。そのため班長及び役員さんが自治会活動に係る

時間に限りがあります。また若い街ですが 75 歳を超える方も 150 名を超えています。 

 しかし、自治会には行政の末端組織として、道路や公園の環境保全、災害時の自主防災

活動、ごみ集積所の保全、民生委員等地域活動委員の推薦、行政の広報活動支援、住民の

生活環境課題を行政と共に改善する活動等や催し等の自主活動もあります。 

 一方リタイヤした方も多く住んでおり、地域のことに関心をお持ちの方も大勢おりま

す。この会は自治会から独立して法人化（一般社団法人）を目指します。 

そこで、地域に関心をお持ちの方で余裕のある時間に、みはる野ふぉーらむの会員とし

て活動をしてもよいとお思いの方を募集いたします。自治会員、非会員を問いません。 

氏名、年齢、連絡先を下記自治会携帯電話番号にご連絡ください。お待ちしております。 

 

  連絡先   ０７０－１２５６－３１６７  ショートメールでお願いします 
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【令和５年度みはる野自治会関連各種団体委員】

No. 役職 氏名 丁目

1 厚木市青少年指導員 矢杉　由美子 1

2 厚木市青少年相談委員 梅本　秀文 1

3 荻野地区体育振興委員 梅本　春江 1

4 荻野地区体育振興委員 吉村　昌起 2

5 荻野地区体育振興委員 松田　効士 1

6 荻野地区青少年健全育成委員 姉帯　安美 1

7 荻野地区民生・児童委員 小本　寛司 1

8 荻野地区民生・児童委員 小島　みつ江 2

9 荻野地区民生主任児童委員 坂田　敦子 1

11 厚木市防災指導員 小島　智明 1

12 厚木市自主防災隊防災推進委員 奈良　収 1

13 厚木市自主防災隊防災推進委員 馬場　洋子 2

14 厚木市交通安全指導員 馬場　信行 1

17 厚木市消防団第４分団第３部 松本　史生 2

18 厚木市消防団第４分団第３部 山田　憲明 2

19 厚木市消防団第４分団第３部 百鳥　孝幸 2

20 厚木市消防団第４分団第３部 斉藤　寛典 2

21 厚木市消防団第４分団第３部 澤田　学 1

22 まつかげ台児童館運営委員 吉村　昌起 1

23 荻野児童館運営委員 岩崎　正昭 2

24 上荻野小学校区子ども会育成連絡協議会会長 山田　久美子 2
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・～・～ 班⾧の業務について ～・～・
※新班⾧会には、この資料をお持ちください。

１ 連絡事項の伝達 
（１） 回覧業務  ※4/15号からスタートします

①定期的 （市広報、公民館だより等 月２回）
②不定期 （緊急、その他）

※回覧業務において、新入居者の加入で班員の増加、回覧板、チェック表の不足等が生じた場
合は、広報部担当者までご連絡をお願いいたします。

（２） 連絡網業務  緊急事態発生時等

２ 集金業務 
班⾧さんの集金業務は自治会費のみです。 
※各班⾧が集金した自治会費は 指定した日に 自治会館へ集めさせていただきますす。

３ 自治会加入推進業務 
自分の班に新しく入居者があった場合は、以下の手順で自治会の加入をお勧めください。 

（１）書類を持参して自治会の案内をする。
ようこそみはる野へ、自治会規約、自治会こども部について、自治会名簿（加入申請書）
※これらの書類は、自治会館に常備しています。または、総務部の担当者が用意しておりますの

で申し出てください。
（２）日をおいて適当な時に訪ねて、加入の承諾を得たならば、名簿ならびに会費を受け取ってくだ

い。
①名簿用紙、転入月日、電話番号の記入を確認する。

電話番号の記入を拒まれた場合は、班の連絡網に記載されない旨を伝えてください。拒否され
た場合は、記入の必要はありません。 

②会費 １ヶ月３００円
自治会の名簿を総務・施設管理部に提出した翌月分からの徴収となります。領収書は会計部

で用意したものを班⾧が発行します。 
【注意】    〇自治会名簿にご記入して頂く日付は、入居年月日です。 

〇自治会費は、自治会加入年月日の翌月より徴収してください。 

４ その他の業務 
（１） ごみ出し場は、班で責任をもってきれいにしてください。（二つ以上の班で重複して使用している

ケースもあります。）
（２） 班員からの各種要望、苦情等がありましたら、班⾧さん → 所属部部⾧ → 担当副会⾧

→ 会⾧のルートで連絡してください。
（例）工事・深夜の騒音・不法駐車等への苦情・防犯等の故障・不審者の徘徊情報 

５ 会議出席 
会⾧の招集に応じて、各種部会、班⾧会等への出席をお願いいたします。 
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・～・～ 専門部の業務概要 （案） ～・～・

①今年度の実績を元に役割分担を記載しております。暫定案ですので、役員会等の話し合いにより変
更になる可能性がございます。ご承知おきください。

②みはる野フェスにつきましては、全班⾧さんのご協力をお願いいたします。
③年間を通して様々な行事がございます。全班⾧さんのご協力があってこそ開催可能となっておりますの

で、何卒よろしくお願い申し上げます。

◇総務部  4名（１丁目 : 2名、２丁目 : 2名）
（総務に関すること） 組織としての自治会を総括し、運営のために必要な業務を担当 

１．自治会名簿の維持管理（転入・転出）、役員・班連絡網維持管理、地図情報維持管理 
２．総会、役員会、部⾧会、班⾧会の開催管理（開催通知、会議室手配、会議進行、議事録

作成など） 
３．総会、役員会、部⾧会、班⾧会の資料作成及び、印刷／コピー機管理 
４．規約改正案作り、自治会館／スポーツの広場の利用管理及び清掃 
５．その他事業計画点検／推進／ＰＲ 

（施設管理に関すること） 自治会の各種施設及び備品の管理を適切に行う業務を担当 
１．自治会館（みはる野１丁目２１番地２）／スポーツ広場の設備管理 
２．自治会員への自治会管理設備のレンタル管理 

◇会計部  1名 ・・・ 副会⾧が補助します
自治会会計の健全な管理・運営のために必要な業務を担当 
１．金銭出納収入（会費・交付金）支出（納付金、各種会費、諸経費等） 
２．決算書作成（期末） 

◇広報部  １２名（１丁目 : ６名、２丁目 : ６名）
自治会及び関係機関の発行する文書を通して、地域の発展に寄与する業務を担当 
１．自治会広報発行 
２．配布物配布（市広報、公民館だより、その他各種案内）月２回 

◇子ども部 １・ ２  １0名（１丁目 : 5名、２丁目 : 5名）
地域の子ども達が心身ともに健やかに成⾧するための「学び・訓練」を行う場を提供する業務を担当 
１．みはる野自治会行事への参加 
２．子ども部主催行事の推進（ハロウィン） 
３．青少年育成事業への参加 
４．他の地区子ども会との交流 
５．子どもたちの制作活動の支援 
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◇防災防犯部  ８名（１丁目 : ５名、２丁目 : ５名）
（防災防犯に関すること） 

災害を防ぐ手立てを考え、発生時に迅速に対応するとともにいかなる犯罪もこれを未然に防ぎ、会
員の生活の安全を守るために必要な業務を担当 

１．地区パトロールの推進 
２．みはる野自主防災隊の活動 
３．防災用品の備蓄管理 
４．災害発生時の避難及び応急措置の対応に関する計画立案、防災訓練等 
５．犯罪防止のために必要な事項の検討・立案・実行 
６．防犯灯・街路灯・消火器・公園管理遊具等の点検と補修 

（交通に関すること） 
会員を交通事故から守る対策を検討し、地域内での事故ゼロを目指す業務を担当 
１．事故絶滅を目指し、特に子ども、高齢者の安全対策 
２．道路標識の現認と新規整備への関わり 
３．通学児童の登下校の安全管理、近隣小学校との連携など 
４．民間交通監視所への協力 

◇体育部  9名（１丁目 : 4名、２丁目 : 5名）
各種スポーツ活動を通して会員の健康維持と交流を深めるために必要な計画を立案・推進する業

務を担当 
１．夏休みラジオ体操の開催 
２．荻野地区球技大会の準備及び、当日の仕事 
３．荻野地区大運動会の準備及び、当日の仕事 

◇文化厚生部  ６名（１丁目 : ３名、２丁目 : ３名）
会員相互の親睦を深めるために資する交流の場として、各種の行事を開催する計画等を立案・推

進の業務を担当 
１．年間を通じたイベントの立案・推進（みはる野フェス、どんど焼き） 
２．各部へのイベント協力要請 

◇美化衛生部  １０名（１丁目 : ５名、２丁目 : ５名）
住みよい街作りのために地域内の環境の整備と美化業務を担当 
１．年２回の厚木市一斉美化清掃の実施計画の立案と推進 
２．地域内の日常的な美化清掃推進計画の立案 
３．不法投棄の警戒と処理、広告、看板等の規制 
４．ゴミ集積場の維持管理 
５．みはる野美化ボランティアとの共同美化活動の実施 
６．花壇整備及び、フラワーロード活動 
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みはる野自治会自主防災組織図 

 

 令和 1 年度の防犯防災交通部の「災害発生時等安否訓練」結果によれば、みはる野の住

人の 2 世帯に 1 世帯に情報が届くことが確認できました。今後の災害発生時の住民による

迅速な対応が取れるよう、今年度は自主防災の取り組みを強化します。 

役割 

組織班名 役割区分 日常の役割 災害時の役割 

情報班 

総務 全体調整 

災害時要救護者の把握 

全体調整 

被害避難状況の全体把握 

情報 情報の収集伝達 

広報活動 

状況把握 

報告活動 

連絡調整 近隣の自主防災組織 

他団体との事前調整 

他機関団体との調整 

消火班 

消火 器具点検・防火広報 初期消火活動 

防犯・巡回 警察との連絡体制の検討 防犯巡回活動 

応急修繕 資材機材、 

技術者との連携検討 

応急修理の支援 

救出救護班 

救出救護 資材機材調達、整備 負傷等の救出・救護活動 

清掃 ゴミ処理対策の検討 ゴミ処理指示 

衛生 仮設トイレの対策検討 防疫対策・し尿処理 

避難誘導班 

避難誘導 避難路標識点検 住民の避難誘導活動 

物資配分 個人備蓄の啓発活動 物資配分と需要の把握 

安全点検 危険個所の巡回点検 二次災害軽減広報活動 

全班 
給食・給水 器具の点検 水、食料等の配分 

炊き出し等の給食、給水活動 

 

自主防災隊長

自治会長

防災士
アドバイザー

副隊長
副会長

防犯防災部 部長

情報班（班長１名）

防災防犯部員

隊員

総務部・会計部

消化班（班長1名）
防災防犯部員

隊員

文化厚生部・環境美化部

救出救護班（班長1名）

防犯防災部員

隊員

体育部・広報部

避難誘導班（班長1名）

防犯防災部員

隊員

子ども部１・子ども部２

防災指導員１名

防災推進員２名

民生委員・児童委員
1丁目委員1名

２丁目委員1名
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みはる野 自主防災組織 防災計画 

1. 目的 

この計画は、みはる野自主防災組織の防災活動に必要な事項を定め、地震その他の災害

による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。 

2. 計画事項 

この計画に定める事項は、次のとおりとする。 

（1） 自主防災組織の編成及び任務分担に関すること。 

（2） 防災知識の普及に関すること。 

（3） 災害危険箇所等の把握に関すること。 

（4） 防災訓練に関すること。 

（5） 情報の収集伝達に関すること。 

（6） 避難に関すること。 

（7） 出火防止、初期消火に関すること。 

（8） 救出・救護に関すること。 

（9） 給食・給水に関すること。 

（10） 災害時要援護者対策に関すること。 

（11） 他組織との連携に関すること。 

（12） 防災資機材等の備蓄及び管理に関すること。 

3. 自主防災組織の編成及び任務分担 

災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、また、平常時の活動をより円滑に

行うため別紙「自主防災隊組織図及び役割」のとおり防災組織を編成する。 

4. 防災知識の普及・啓発 

地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及・啓発を行う。 

（1） 普及・啓発事項は、次のとおりとする。 

ア 防災組織及び防災計画に関すること。 

イ 地震、風水害等についての知識（初動対応含む）に関すること。 

ウ 家庭における住宅の耐震化、家具の転倒防止に関すること。 

エ 家庭における食糧等の備蓄に関すること。 

オ その他防災に関すること。 

（2） 普及・啓発方法は、次のとおりとする。 

ア 広報誌、インターネット、パンフレット、ポスター等の配布 

イ 座談会、講演会、映画会等の開催 

ウ パネル等の展示 

（3） 実施時期 

火災予防運動期間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、他の

催し物に付随する形式で随時実施する。 
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5. 地域の災害危険箇所等の把握 

災害予防に資するため、次により地域固有の防災問題に関する把握を行う。 

（1） 把握事項 

把握事項は次のとおりとする。 

ア 危険地域、区域等 

イ 地域の防災施設、設備 

ウ 地域の災害履歴、災害に関する伝承 

エ 大規模災害時の消防活動 

（2） 把握の方法 

災害危険箇所等の把握方法は、次のとおりとする。 

ア 市地域防災計画 

イ 座談会、講演会、研修会等の開催 

ウ 災害記録の編集 

6. 防災訓練 

大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行

えるようにするため、次により防災訓練を実施する。 

（1） 訓練の種別 

訓練は、個別訓練・総合訓練、体験イベント型訓練及び図上訓練とする。 

（2） 個別訓練の種類 

ア 情報収集・伝達訓練 

イ 消火訓練 

ウ 救出・救護訓練 

エ 避難訓練 

オ 水防訓練 

カ その他の訓練 

（3） 総合訓練 

総合訓練は、２以上の個別訓練について総合的に行うものとする。 

（4） 体験イベント型訓練として 

防災を意識せずに災害対応能力を高めるために行うものとする。 

（5） 図上訓練 

実際の災害活動に備えるために行うものとする。 

（6） 訓練実施計画 

訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作

成する。 

（7） 訓練の時期及び回数 

ア 訓練は、原則として春季及び秋季の火災予防期間中並びに防災の日に実施す

る。  

イ 訓練は、総合訓練にあっては年１回以上、個別訓練等にあっては随時実施す

る。 
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7. 情報の収集・伝達 

被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集・伝達を

次により行う。 

（1） 情報の収集・伝達 

情報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関および報道機関等の提供する情報

を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達す

る。 

（2） 情報の収集・伝達の方法 

情報の収集・伝達は、電話、テレビ、ラジオ、インターネット、有線放送、携帯

無線機、 伝令等による。 

8. 出火防止及び初期消火 

（1） 出火防止 

大地震時等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出

火防止の徹底を図るため、毎月１日を「防災の日」とし、各家庭においては、主

として次の事項に重点をおいて点検整備する。 

ア 火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況 

イ 可燃性危険物品等の保管状況 

ウ 火器等消火用資機材の整備状況 

エ その他建物等の危険箇所の状況 

（2） 初期消火対策 

地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することがで

きるようにするため、消火用資機材（消火器、水バケツ等を各家庭に備え、又消

火栓、防火水槽、池などの消防水利）の把握及び確認を行う。 

9. 救出・救護 

（1） 救出・救護活動 

建物の倒壊、落下物等により救出・救護を要する者が生じたときは、ただちに救

出・救護 活動を行う。この場合、現場付近の者は救出・救護活動に積極的に協力

する。 

（2） 医療機関等への搬送 

救出・救護班員は、負傷者が医師の手当てが必要なときは、近隣の医療機関また

は防災関 係機関の設置する応急救護所に搬送する。 

（3） 防災関係機関の出動要請 

救出・救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、防災

関係機関 の出動を要請する。 
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10. 避難 

火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ又は生じるおそれがあるときは、

次により避難を行う。 

（1） 避難誘導の指示 

厚木市長の避難指示がでたとき又は、会長が必要であると認めたときは、会長は、

避難誘導班に対し避難誘導の指示を行う。 

（2） 避難誘導 

避難誘導班員は、会長の避難誘導の指示に基づき、地域住民を市地域防災計画に

定められ た避難場所に誘導する。 

（3） 避難経路、一時（いっとき）避難場所、広域避難場所等 

ア 避難経路（荻野中学校通学路） 

イ 一時（いっとき）避難場所（東谷公園、大谷公園、関谷公園、なかよし広場） 

ウ 広域避難場所（荻野運動公園、本厚木カンツリークラブ、ぼうさいの丘公園） 

エ 避難所（荻野中学校、荻野小学校、上荻野小学校） 

（4） 避難所の管理・運営 

災害時における避難所管理・運営については、厚木市災害対策本部の要請により

協力するものとする。 

11. 給食・給水 

避難地等における給食・給水は、次により行う。 

（1） 給食の実施 

給食・給水班員及び物資配分班は、市から配布された食糧、地域内の家庭又は米

穀類販売業者等から提供を受けた食糧等の配分、炊き出し等により給食活動を行

う。 

（2） 給水の実施 

給食・給水班員及び物資配分班は、市から提供された飲料水、水道、井戸等によ

り確保した飲料水により給水活動を行う。 

12. 災害時要援護者対策 

（1） 災害時要援護者台帳・マップ等の作成 

災害時に避難状況を把握するため災害時要援護者台帳・マップ等を作成し、行政、

社会福 祉協議会、民生委員・児童委員、訪問介護員、ボランティア等と連絡を取

り合って定期的に更新する。 

（2） 災害時要援護者の避難誘導、救出・救護方法等の検討 

災害時要援護者に対する円滑な避難誘導や効果的な救出・救護活動等について予

め検討し 訓練等に反映させる。 

13. 他組織との連携 

防災訓練や災害時の応急活動については、他の自主防災組織や災害ボランティア団体等

と連携を図るものとする。 
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14. 防災資機材等 

防災資機材等の整備及び管理に関しては、次により行う。 

（1） 配備計画 

目 的 防災資機材 

情報収集・伝達用 携帯用無線機、防災ラジオ、電池メガホン、自主防災隊腕章、

住宅地図、模造紙、メモ帳、油性マジック（安否・被害 状況等、

情報収集・提供の際に用いる筆記用具として）等 

初期消火用 街頭用消火器、ヘルメット、水バケツ、防煙・防塵マスク等 

水防用 ツルハシ、スコップ、ロープ、土のう袋、ゴム手袋等 

救出用 バール、はしご、のこぎり、なた、スコップ、ハイジャッキ、

ペンチ、ハンマー、ロープ、チェンソー、エンジンカッター、 

防煙・防塵マスク等 

救護用 担架、救急箱、簡易テント、毛布、シート等 

避難所・避難用 リヤカー、発電機、警報器具、投光器、懐中電灯、簡易トイレ

(大)等 

給食・給水用 鍋、こんろ、ガスボンベ、給水タンク、飲料用水質検査等 

（2） 定期点検 

毎年１０月第―日曜日を全資器材の点検日とする。 

 

付則 

1. (施行日) 

この防災計画は２０２０年 4 月１日から施行する。 
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青空駐車 
緊急自動車の通行やご近所の迷惑になりますので、自治会の駐車場をご利用

ください。駐車場ご利用の際は住所、氏名、利用期間、車種を自治会迄 

ショートメールでご連絡ください。    連絡先 070-1256-3167 
 

 

庭木のせん定と除草 
居住して年月が経ちますと、かわいかった庭木も大きく育ち、台風などで倒

木の恐れがあり、お庭の雑草の茂みもご近所迷惑をかける場合があります。 

適時せん定等を行い、安心して住める環境づくりにご協力お願いします。 

 
 

 

せん定枝の収集日 
せん定枝等の回収日は毎週木曜日になりました。8 時 30 分までに集積所

にお出しください。大量回収する必要がある場合は下記にご連絡ください 

      依頼先 資源再生センター 046-242-4600 

            ９：００～12：00、13：00～16：30（平日受付）  

 
 

 

不法投棄   連絡先  046-225-2790 
ゴミ資源集積所には布団やカーペット等粗大ごみは出せません。出された場

合は不法投棄になりますのでご注意ください。また不法投棄されたごみを見

つけた場合はすぐ環境センターにご連絡ください。 

 

 

         

              

 
 

 

 お近くのゴミ集積所をご利用ください。ゴミ集積所の清掃、お近くの道路

植樹桝や植え込みの除草、また道路等に捨てられたごみの回収にもご協力お

願いします。   みんなで暮らしやすい街を創りましょう。 

ゴミ集積所の修理は  ゴミ集積所 No と依頼者名を班長又は

連絡先 070-1256-3167 にショートメールでご連絡ください 

 
 幼児の一人遊びにご注意願います。 

公園や道路での幼児の一人遊びは思いもよらぬ行動を起こし,ケガをすること

があります。必ず親御さんの庇護のもとで遊ぶようにお願いします。 
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